
久喜市医療・介護・地域情報
検索システム

（けあプロnaviくき）
　市内の医療機関・介護事業所・地
域情報（体操、運動、趣味活動）を、
名称・地図・サービス種別等から検
索できます。
　また、介護施設の特色や空き状況
のほか、職員・ボランティアの募集
情報も確認できます。
　けあプロnaviくきのホームページ
（https://carepro-navi.jp/kuki）か
らご覧ください。

  高齢者福祉課高齢者福祉係（内
線3279）／介護保険課保険料・
給付係（内線3265）

河津桜植栽のために
寄付をお願いします

（募集期間：12月31日㈯まで）
　鷲宮地区の青毛堀川沿いの河津桜
の名所を後世に残していくため、ク
ラウドファンディング型ふるさと納
税を実施しています。
　皆様による寄付で、河津桜の苗木
を植栽します。
※ 返礼品はございませんが、ふるさと納

税として寄附金控除の対象となります。
※ 市内在住の方も寄付ができます。
　詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。

  久喜ブランド推進
課観光係（  内線
105）

産婦人科医療機関を開設（再開）
する方を募集しています

　開設（再開）時の施設整備等に要
する経費について総額の２分の１（上
限6,000万円）を補助します。詳細は、
市ホームページをご確認ください。

  健康医療課地域医療係（内線
3423）

　補助金額 県内No.1

特定（産業別）最低賃金の改正
（令和４年12月１日から）

  埼玉労働局労働基準部賃金室 ☎
048-600-6205 ／春日部労働基
準監督署 ☎048-735-5226

お知らせ
新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

土地・家屋の利用状況変更の申告
　住宅を取り壊して住宅用地以外に
した、事務所や店舗を住宅にした等、
土地や家屋の利用状況を変更した場
合は、申告してください。

  資 産税課土地・家屋係（内線
2724（土地）／ 2728（家屋））

寄附禁止等のルールを守りましょう
◆寄附の禁止
　政治家、後援団体（いわゆる後援
会）などが、選挙区内の人や団体（政
党などは除く）に対し、お金や物を
贈ることは禁止されています。
　また、有権者が政治家に対し、寄
附を求めることも禁止されています。
【罰則の対象となる例】
・入学祝い、卒業祝い、出産祝い
・歳暮、中元、年賀、病気見舞い
・開店祝いや葬式の花輪、供花
・ 代理人が出席する場合の葬式の香

典や結婚式の結婚祝い
・ 会合などに出席する際、会費以上

に金銭を支払うこと
◆あいさつ状の禁止
　政治家が、選挙区内の人や団体に
年賀状などの時候のあいさつ状を出
すことは禁止されています。（答礼の
ための自筆によるものは除く）
◆有料広告の禁止
　政治家や後援団体が、選挙区内の
人や団体に対し、あいさつを目的とす
る有料広告を新聞、雑誌、テレビ、ラ
ジオ等に出すことは禁止されています。
　また、政治家や後援団体に対し、
あいさつを目的とする有料広告を求
めることも禁止されています。

  選挙管理委員会事務局（内線
2247）

交通事故被害者のご家族への
援護金

　埼玉県交通安全対策協議会では、
交通遺児等に援護金を給付しています。
※ 「交通遺児等」とは、陸海空全ての交

通機関で生じた事故により、死亡また
は重い障がいを負った保護者に養育
されている児童または生徒をいいます。
 下記全てに該当する方

・ 県内在住の乳幼児または小・中学
校、高等学校等に在学する子ども

・ 平成16年４月２日以降に生まれた子ども
・右表の世帯に属すること
給付額　子ども１人につき10万円
給付時期　令和５年５月上旬

  令和５年１月31日㈫までに、申請
書類（交通企画課、各総合支所総
務管理課および学校等で配布）を
直接または郵送で、みずほ信託銀
行浦和支店（〒330-0063 さいた
ま市浦和区高砂２-６-18／☎048-
822-0191）へ
  県防犯・交通安全課　 ☎048-
830-2958
給付対象の
子どもの人数

同居世帯の
総所得額

１人 2,740,000円以下
２人 3,120,000円以下
３人 3,500,000円以下
４人 3,880,000円以下

５人以上 4,260,000 円以下
業種別 最低賃金

非鉄金属製造業 1,006円
電子部品等製造業 1,013円
輸送用機械器具製造業 1,013円
光学機械器具等製造業 1,022円
自動車小売業 1,018円

「合理的配慮」を知っていますか？　
～共生社会の実現のために～

　合理的配慮という言葉を聞いたことはありますか？
　合理的配慮とは、障がいのある人が社会の中で出会う困りごと・障壁
を取り除くための調整や対応のことです。合理的配慮の例としては、段
差があって入れないお店や電車でスロープなどを使って補助することや
視覚障がいのある人のために拡大文字や点字で資料を作成したり、読み
上げて伝えたりするなどが考えられます。その内容は、障がいの特性や
それぞれの場面・状況に応じて異なります。
　2016年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律（障害者差別解消法）」では、国および地方公共団体や事業者に対
して、 障がいのある人から対応を必要としているとの意思が伝えられた
ときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを
合理的配慮の提供といいます。
　また、2021年にこの法律が改正され、それまで努力義務だった事業
者の合理的配慮の提供が法律の公布から3年以内に義務化されることに
なりました。
　社会全体として合理的配慮の提供が当たり前になることにより、全て
の人が尊重され、障がいのある人とない人が、お互いに理解しあってい
くことが共生社会を実現させていくのではないでしょうか。皆さんも合
理的配慮について、できることを考えてみませんか。
　障害者基本法では、12月３日から９日までの期間を障害者週間と定め
ており、また埼玉県では、12月４日から10日までの期間を「人権尊重社
会をめざす県民運動強調週間」として定めています。

  生涯学習課人権教育係（  内線239）

　償却資産を市内に所有している方は、毎年１月１日現在の所有状
況の申告が必要です。昨年度申告している方や、新規事業者の方
には、申告書類を郵送しています。新たに申告書類が必要な場合は、
お問い合わせいただくか、市ホームページから印刷してください。
　申告書が届いた方で、該当する資産がない場合や、資産の増減
がない場合も必ず申告書を提出してください。また、廃業等で申
告すべき資産がなくなった場合は、その旨を記載の上、申告書の
提出をお願いします。

  申告書を、電子申告サービス「e
エルタックス
LTAX」または郵送で資産税課

へ提出してください。なお、直接窓口へお持ちいただく場合は、
各総合支所市民係（総合窓口）でも提出できます。
  資産税課家屋係（内線2730）

償却資産の申告期限は、令和５年１月31日㈫です
　償却資産とは…
法人や個人事業主が、事業のために所有
しているパソコンや机、看板、コピー機、
エアコン等の機械や備品などです。

相続手続・遺言書の作成は
　　お近くの司法書士にご相談下さい。
① 相続登記の申請（法務局）
② 預貯金の払戻・名義変更（金融機関）
　 　　　遺産分割協議書の作成
　 　　　戸籍謄本等のお取り寄せ
③ 相続放棄の申立（家庭裁判所）
④ 遺言の作成（公証役場）等のご相談

住所　久喜市青毛四丁目11番地12　　　電話番号　0480-25-1271

埼玉司法書士会　埼葛支部  で  検索
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 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所 ※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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